変更案に対する意見書の提出
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項の規定において準用する同法第17条第２項の規定に基づき、「奥州都市計画緑地１号藤橋緑地の変更」について、御意見のある方は令和７年10月27日（月）から令和７年11月10日（月）までに、奥州市に以下の要領により意見書を提出することができます。
提出されました意見書につきましては、本案を奥州市都市計画審議会に付議するにあたり、その要旨を奥州市都市計画審議会に提出します。
【意見書の参考例】


（注）住所、氏名を明記されるようお願いします。
【提出先・問合せ先】
〒023-1192　奥州市江刺大通り１番８号
　奥州市都市整備部都市計画課都市計画係　　電話0197-34-1661
【意見書提出期間】

令和７年10月27日（月）から令和７年11月10日（月）まで



令和○年○月○日


　


奥州市長　倉成　淳　あて





住所　奥州市水沢大手町一丁目1番地


氏名　奥州　太郎


電話　24-2111





　　　奥州都市計画緑地１号藤橋緑地の変更案に対する意見について


　○○、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。





※提出いただいた御意見に対して、個別に回答いたしかねることを予め御了承願います。


※提出いただいた御意見は、都市計画法第19条第２項の規定により、その要旨を奥州市都市計画審議会へ提出いたします。








令和○年○月○日


　


奥州市長　倉成　淳　様





住　所　　　　　　　　　　　　　　　　
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電　話　　　　　　　　　　　　　　　　
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